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はしがき 

 

我が国では、地方公務員の給与は、地方公務員法第２４条の給与決定原則に

基づき、地域民間給与や国家公務員の給与等を考慮して定められています。 

地域における国家公務員の給与水準を目安とするための比較にあたってはラ

スパイレス指数を用いることが適当とされているところですが、近年、このラ

スパイレス指数が漸増傾向にあり、その要因分析が喫緊の課題となっています。 

このような状況を踏まえ、今後の地方公共団体の給与決定に際して、その参

考に資するため、人事委員会の勧告、国と異なる独自の給料表、職員構成にお

ける上位級比率等について調査研究しました。 

このほど、計５回にわたる本研究会での議論を経て、その結果を取りまとめ

ました。 

本報告書を地方公務員の給与決定のあり方及び制度設計の検討に、参考とな

る材料として活用いただければ幸いです。 

最後に、研究会の運営及び本報告書を取りまとめるにあたり、専門的な見地

からのご意見をくださった委員各位、並びに種々のご協力をいただいた各位に、

心からお礼を申し上げる次第です。 
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はじめに 

 

本格的な人口減少社会を迎える中で、地方公共団体が、今後も限りある

人的・財政的資源を有効に活用し、公共サービスの持続可能な提供体制を

確保していくためには、地方公務員の給与制度やその運用を、国民・住民

の十分な理解と納得が得られるものとしていく必要がある。 

地方公務員の給与は、公務としての近似性及び財源負担の面から、それ

ぞれの地域における国家公務員の給与水準との均衡に十分留意すべきもの

である。近年、地方公共団体全体のラスパイレス指数が漸増傾向にある中

で、地方公務員の給与制度やその運用については、これまで以上に説明責

任が求められていると言えよう。 

本研究会は、こうした昨今の状況を踏まえ、今後の地方公共団体による

給与決定や給与等の公表、また総務省による地方公務員の給与等の公表に

際して、その参考に資するため、地方公務員の給与制度やその運用に影響

を与える要因として考えられる、人事委員会の勧告、国と異なる独自の給

料表、職員構成における上位級比率等について取り上げ、調査研究した。 

本報告書は、その調査研究結果について整理し、ここに取りまとめ作成

したものである。 
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１．研究の前提 

 

地方公務員の給与については、地方公務員法において「生計費並びに国及び他

の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して

定められなければならない」（「均衡の原則」。地方公務員法第 24 条第２項）とさ

れており、民間給与とともに、国家公務員給与が考慮事項の一つとされている。 

「均衡の原則」の実際の運用については、従来から、国家公務員の給与に準ず

ることによって実現されると解されてきた（いわゆる「国公準拠」）。これは、毎

年、官民給与比較及び生計費を考慮して行われる人事院勧告に基づき決定され

ている国家公務員の給与には、生計費及び民間賃金についての考慮が織り込ま

れているので、これと同種の職務に従事する地方公務員の給与について、これに

準ずることとすれば、国及び他の地方公共団体とも均衡が取れることとなり、

「均衡の原則」の規定の趣旨に最も適合することとなるとの考えによるもので

ある1。 

しかし、こうした国公準拠の考え方については、「地方公務員の給与のあり方

に関する研究会報告書」（平成 18 年３月）において「従来の国公準拠の考え方を

刷新することを提言する」として、以下のとおり、新たな考え方が示された2。 

 

・ 給与制度については、公務としての近似性・類似性を重視して均衡の原則

が適用されるべきである。この場合、公務にふさわしい給与制度としては･･･

国家公務員の給与制度を基本とすべきである。 

・ 給与水準については･･･地域の民間給与をより重視して均衡の原則を適用

すべきである。具体的には･･･各地方公共団体がそれぞれの地域民間給与の

水準をより反映した給料表を定めるべきである。 

・ 仮に民間給与が著しく高い地域であったとしても、公務としての近似性及

び財源負担の面から、それぞれの地域における国家公務員の給与水準をその

地域の地方公務員の給与の水準決定の目安と考えるべきである。 

 

総務省においても、平成 18 年度以降の給与構造改革3にあわせ、こうした考え

方に基づき、給与制度については国家公務員の給与制度を基本としつつ、給与水

準については、地域の民間給与をより重視するとともに、地域における国家公務

員の給与水準を目安と考えることを均衡の原則の解釈・運用とし、各地方公共団

                         
1 資料１「かつての均衡の原則の運用（国公準拠）」参照。 

2 資料２「地方公務員の給与のあり方に関する研究会報告書（平成 18 年３月）（抄）」参照。 

3 資料３「給与構造の改革」参照。 
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体に助言等を行ってきたところである。 

さらに、「地方公務員の給与決定に関する調査研究会報告書」（平成29年３月）

（以下「平成 29 年研究会報告書」という。）の「給与制度の総合的見直し後の地

方公務員の給与決定の課題に対する考え方」では、以下のとおり、国家公務員の

給与水準との均衡についての課題と考え方がまとめられた4。 

 

・ 平成 18 年の給与構造改革、さらに、平成 27 年の給与制度の総合的見直し

において･･･地域手当の支給対象ではないとされた地域、支給割合の変動が

ない、又は引き上げ幅が俸給表水準の引き下げ率に満たないこととなった

地域においては、国家公務員の本給に地域手当を加えた水準はこれまでよ

りも下がったことになる。 

・ これにより、各地方公共団体において、職種別民間給与実態調査に基づく

地域民間給与の水準に準拠して公民較差を完全に解消する給与改定を続け

れば、本給で比較した場合、今後地域における国家公務員の水準を上回る団

体が増加し、また既に上回っている団体の上回る幅が拡大するおそれがあ

る。 

・ 人事委員会による給与改定の勧告に当たっては、「国家公務員の給与水準

との均衡に十分留意する」考え方を改めて確認し、国家公務員の給与水準と

の比較を十分に行い、その結果に基づく考慮の結果を明示的に説明するべ

きである。 

・ 地域における国家公務員の給与水準を目安とするための比較に当たって

も、現行のラスパイレス指数を用いることが適当である。 

 

本研究会では、均衡の原則に関するこれらの考え方・認識を前提とした上で、

近年のラスパイレス指数の漸増傾向に危機感を持ち、ラスパイレス指数の上昇

又は高止まりの要因として考えられる地方公共団体の給与制度及びその運用に

ついて分析を行うこととした。 

その際、特に国の俸給表とは級や号給の構成が異なる独自構造の給料表を用

いている団体については、「地方公務員の給料表等に関する専門家会合とりまと

め」（平成 22 年２月）（以下「平成 22 年専門家会合とりまとめ」という。）にお

いて「運用面を含めた合理性について十分な説明責任を果たす必要があると考

えられる」とされていることを踏まえ、ラスパイレス指数の上昇又は高止まりの

要因の分析とも関連した形で、独自の給料表及びその運用を見直し・公表する新

たな手法について検討するため、各団体の給与制度や給与水準に影響を与えて

                         
4 資料４「地方公務員の給与決定に関する調査研究会報告書（平成 29 年３月）（抄）」参照。 
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いると考えられる主な要素として、 

（１）人事委員会勧告の内容 

（２）独自の給料表（水準、構造） 

（３）職員構成の上位級への偏り 

の三つの論点を設定し、それぞれについて今後の課題をとりまとめた。 

 

２．地方公務員給与の現状 

 

 各論点の分析に先立ち、まず、地方公務員給与の現状について整理を行う。平

成 29 年の地方公務員給与実態調査5によれば、平成 29 年４月１日現在のラスパ

イレス指数（全地方公共団体平均）は 99.2 であり、前年と比べて 0.1 ポイント

低下した。この要因としては、①国が平成 28 年度にプラス 0.2％の給与改定を

実施したのに対し、地方公共団体においては、国より改定率が低かった、改定を

行わなかった、又はマイナス改定を行った団体があったこと、②国において平成

27 年度から実施した給与制度の総合的見直しについて、地方公共団体では、平

成 28 年度から実施した団体が多く、これらの団体においては、総合的見直しに

伴う現給保障の経過措置の影響により、平成 28 年度分の昇給が抑制されたこと

などが考えられる。 

 

＜平成 28 年度給与改定の状況＞ 

 

                         
5 資料５「平成 29 年地方公務員給与実態調査結果等のポイント」参照。 
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＜給与制度の総合的見直しの実施時期＞ 

 

このように平成 29 年のラスパイレス指数は低下したものの、前年に比べ低下

したのは４年ぶりのことであり、近年のラスパイレス指数の推移を見ると、平成

16 年の 97.9 を底値として、それ以降、毎年漸増傾向にある（平成 24 年、25 年

は国家公務員が給与削減措置を実施していたため、ラスパイレス指数は平成 24

年が 107.0、平成 25 年が 106.9 となっているが、給与削減措置の影響を除いた

参考値としては平成 24 年が 98.9、平成 25 年が 98.8 となっている。）。 

更に、今後は、国家公務員の給与制度の総合的見直しによる俸給の引下げに伴

う経過措置が平成 30 年３月 31 日に終了することとなっており、平成 30 年４月

１日時点のラスパイレス指数は上昇することが予想される。 

また、個別の団体を見ても、ラスパイレス指数が恒常的に 100 を上回るなど、

依然として給与水準が高止まりしている団体も存在している。 

ラスパイレス指数が高くなっている場合、給与制度やその運用には何らかの

課題があるものと推定できるが、近年の漸増傾向及び高止まりの要因としては、

具体的に以下のようなものが考えられる。 

 

＜給料表の要因＞ 

① 国と異なる独自の給料表（水準、構造）の適用 

 

＜給料水準の要因＞ 

② 独自の給与削減措置の廃止・緩和 

③ 国より高い初任給基準額の設定 

④ 国の改定率を上回る率での給与改定を累次実施 

 

＜昇給・昇格の要因＞ 

⑤ 平成 18 年度以降の給与構造改革に伴う現給保障の未廃止 

⑥ 給与制度の総合的見直しに伴う現給保障がなく、国とは異なり昇給が抑制

されないこと 
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⑦ 国と同様の高齢層職員給与の抑制措置の不実施 

⑧ 国には存在しない特別昇給の実施 

⑨ 職員構成の上位級への偏り 

⑩ 平均年齢の低下に伴う若年職員の昇格（主に町村） 

⑪ 国より有利な昇格メリット（主に独自給料表適用団体） 

⑫ 「わたり」などの高い級への格付けがあること 

 

本研究会では、今回、論点として、地方公務員の給与決定において重要な役割

を担っている人事委員会勧告について取り上げるとともに、これらの要因のう

ち、①国と異なる独自の給料表（水準、構造）の適用、⑨職員構成の上位級への

偏りについて取り上げることとした。 

なお、総務省では、例年、各都道府県の人事担当課・市区町村担当課及び指定

都市の人事担当課に対しヒアリングを行い、不適正な給与制度やその運用に対

して助言を行っているが、平成 29 年のヒアリングにおいては、平成 28 年４月

時点のラスパイレス指数が 101 以上となっている都道府県・指定都市に対し、

上記に挙げたラスパイレス指数を上昇させる要因として考えられる課題を指摘

し、認識の共有を図っている。 

 

３．給与制度及びその運用の論点に関する考え方 

 

（１）人事委員会勧告の内容 

 

【前提】 

（人事委員会の設置6） 

地方公務員法上、都道府県及び指定都市は、人事委員会を置くものとされてお

り、指定都市以外の市で人口 15 万以上のもの及び特別区は、人事委員会又は公

平委員会を置くものとされている（地方公務員法第７条第１項及び第２項）。人

口 15 万未満の市町村及び地方公共団体の組合は、公平委員会を置くものとされ

ており、人事委員会を置くことはできない（同条第３項）。現在、人事委員会は、

都道府県（47 団体）、政令指定都市（20 団体）のほか、和歌山市及び特別区（１

団体：一部事務組合）の 69 団体で設置されている。 

 

 

 

                         
6  資料６「人事委員会について」参照。 
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（給与に関する人事委員会の役割7） 

人事委員会は、毎年少なくとも一回、給料表が適当であるかどうかについて、

地方公共団体の議会及び長に同時に報告するものとされ、給料表に定める給料

額を増減することが適当であると認めるときは、あわせて適当な勧告をするこ

とができるとされている（地方公務員法第 26 条）。また、人事委員会は、地方公

共団体が給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適用するよう講

ずべき措置について、地方公共団体の議会及び長に勧告することができるとさ

れている（同法第 14 条第２項）。 

各団体に設置されている人事委員会は、これらの規定に基づき、毎年少なくと

も一回、一般職の職員の給与等について勧告を行うこととなる。 

人事委員会による勧告は、各団体の給与改定方針の基となるものであり、①給

与決定における人事委員会の中立性及び専門性、②地方公務員の労働基本権の

制限の代替措置としての性格から、地方公務員の給与の決定について実際に極

めて大きな役割を果たしているものである。 

 

（地方公務員の給与決定の手順8） 

 人事委員会が置かれている団体においては、人事院勧告の内容及び地域の民

間賃金動向等を総合勘案して人事委員会が勧告を行い、人事院勧告の取扱いに

関する閣議決定を受けて、具体的な給与改定方針が決定される。人事委員会が置

かれていない団体においては、国の取扱いや都道府県人事委員会勧告等を受け

て、具体的な給与改定方針が決定される。いずれの場合も、議会へ給与条例改正

案を提出し、議会の議決を経て、給与条例を改正することにより、給与の改定が

行われることとなる。 

 総務省は、人事委員会が地方公務員の給与決定に以上のような役割を果たし

ていることを踏まえ、例年、地方公務員の給与改定等に関する取扱いについての

通知（以下、「給与改定通知」という。）において、各都道府県・指定都市の首長・

議長とともに、各人事委員会委員長に対し、 

・ 現に地域における国家公務員又は民間の給与水準を上回っている地方公共

団体にあっては、不適正な給与制度及びその運用の見直しを含め、必要な是正

措置を速やかに講じること 

とした上で、高齢層職員の昇給抑制等について国の対応を踏まえ必要な措置を

講じるよう助言しているほか、 

・ 人事委員会においては、その機能を発揮し、地域の民間給与をより的確に反

                         
7 脚注６参照。 

8 資料７「地方公務員の給与改定の手順」参照。 
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映させる観点から、公民較差のより一層精確な算定、公民比較の勧告への適切

な反映、勧告内容等に対する説明責任の徹底などの取組を引き続き行うこと 

・ また、公務としての近似性及び財源負担の面から、それぞれの地域における

国家公務員の給与水準との均衡にも十分留意すること 

との助言を行っている9。 

 また、前述の平成 29 年研究会報告書においては、 

・ 多くの人事委員会においては、国家公務員の給与水準を考慮することについ

て具体的な説明が明示されないまま、公民較差を完全に解消する給与改定が

勧告されている 

と直近の人事委員会勧告における課題を指摘した上で、 

・ 人事委員会による給与改定の勧告に当たっては、「国家公務員の給与水準と

の均衡に十分留意する」考え方を改めて確認し、国家公務員の給与水準との比

較を十分に行い、その結果に基づく考慮の結果を明示的に説明するべき 

との人事委員会が果たすべき役割についての考え方が示されている10。 

 

【現状とその分析】 

このように、人事委員会勧告は地方公務員の給与決定にあたって極めて大き

な役割を担っており、人事委員会は、中立的、専門的な第三者機関として給与勧

告に対する国民、住民からの信頼をより一層向上させるため、その役割を適切に

発揮し、かつ勧告の内容等について徹底した説明責任を果たすことが求められ

ている。 

本研究会では、このような問題意識から、人事委員会が、勧告の中で団体の給

与制度及びその運用に関し、どの程度言及しているかについて把握するため、平

成 29 年度の人事委員会勧告を対象に、 

①給与改定に関する勧告状況 

②国家公務員の給与水準との比較・説明状況 

③国が実施している給与制度の見直しへの対応についての言及状況 

について調査を行った。その結果は以下のとおりである11。 

 

①給与改定に関する勧告状況 

平成 29 年８月８日に出された人事院勧告は、国家公務員の給与について 

・ 民間給与との較差（631 円、0.15％）を埋めるため、俸給表等の水準を引上

げ（平均改定率 0.2％） 

                         
9 資料８「地方公務員の給与改定等に関する取扱いについて（平成 29 年 11 月 17 日総務副大臣通知）（抄）」参照。 
10 脚注４参照。 
11 資料９「平成 29 年 人事委員会勧告について」参照。 
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・ ボーナスを引上げ（0.1 月分）、勤勉手当に配分 

を主な内容とするものであった12。 

 これに対し、平成 29 年度の人事委員会勧告の給与改定に関する内容は、以下

のとおりであった。なお、「指定都市等」とあるのは、指定都市に和歌山市、特

別区を加えた 22 人事委員会を指すものである。 

 

（ア）月例給について 

（イ）期末・勤勉手当について 

 

主に指定都市において、月例給を改定するよう勧告していても具体の給料表

                         

12 資料 10「平成 29 年人事院勧告 給与勧告の骨子」参照。 

都道府県 指定都市等

11 5 6

58 42 16

引上げ 57 42 15

引下げ 1 0 1

49 41 8

人事委員会数

改定なし

改定あり

うち給料表を提示

勧告内容

12



 

 

の勧告を行っていない人事委員会や、期末・勤勉手当を引き上げるよう勧告して

いても具体的にどう引き上げるのかについては言及していない人事委員会がみ

られた。 

 

②国家公務員の給与水準との比較・説明状況 

平成 29 年度の人事委員会勧告の中で、「国家公務員の給与水準との比較を行

い、その結果に基づく考慮の結果を報告又は勧告の中で明示的に説明したか」と

の質問に対し、「した」と回答したのは 38 人事委員会（都道府県 33 人事委員会、

指定都市等５人事委員会）であった。 

その内容について分類すると、概ね以下のとおりであった。 

 

（ア）給与改定の基本的な考え方について言及しているもの 

（具体例） 

報告の中で、給与改定の基本的な考え方における国家公務員の給与の位置

付けについて言及。 

本委員会においては、地方公務員法に定める「均衡の原則」に基づくこと

としているが、この均衡の原則については、「地方公務員の給与のあり方に

関する研究会報告書」（平成 18 年３月）において、「給与制度については、

国家公務員の給与制度を基本とすべきこと」、「給与水準については、地域

の民間給与をより重視して均衡の原則を適用すべきこと」、さらに、「仮に

民間給与が著しく高い地域であったとしても、それぞれの地域における国

家公務員の給与水準をその地域の地方公務員の給与の水準決定の目安とす

べきこと」などの考え方が示され、国もこの考え方に立って技術的助言等

を行っているところである。 

そのため、本年においても、例年と同様の考え方に基づいて県職員の給

与改定を行うこととし、これまで述べてきた諸事情を総合的に勘案した結

果、県職員の月例給及び特別給について次のとおりとする必要があると判

断した。 

 

（イ）平均給与月額による比較について言及しているもの 

（具体例） 

報告の中で、国家公務員の平均給与月額との比較について言及。 

行政職俸給表(一)の適用を受ける国家公務員と、これに相当する職員と

を比較すると、本年４月の給料の月額（俸給の月額）では、職員(336,391 円)

が国家公務員(330,531 円)を 5,860 円上回っているが、諸手当を加えた平均

給与月額では、職員(375,573 円)が国家公務員（410,719 円）を 35,146 円
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下回っている。 

 

（ウ）ラスパイレス指数による比較について言及しているもの 

（具体例） 

報告の中で、ラスパイレス指数について言及。 

国家公務員給与等実態調査（人事院）及び地方公務員給与実態調査（総務

省）の結果に基づき、平成 28 年４月における行政職俸給表(一)の適用を受

ける国家公務員とこれに相当する職員の給与水準について、その俸給と給

料を学歴・経験年数別のラスパイレス方式で比較すると、国家公務員を 100

とした場合、本県職員の指数は 101.0 となっている。 

 

（エ）比較結果に基づく考慮の結果について言及しているもの 

（具体例） 

報告の中で、給与改定の判断理由を以下のように説明。 

国家公務員との比較においても、昨年４月１日時点でのラスパイレス指

数が 100.5 であり、本年４月１日時点においても、前記４のとおり引き続

き職員が国家公務員を上回ることが考えられる。 

このため、本年は月例給の改定を見送ることが適切であると判断した。 

 

国家公務員の給与水準との比較については、多くが（ア）のように、給与改定

の基本的な考え方に触れ、国家公務員の給与が考慮要素の一つであることを説

明しているにとどまり、具体的にどう比較・考慮するのかについての説明が明示

されていなかった。 

比較結果に基づく考慮の結果の説明についても、多くが（イ）や（ウ）のよう

に、平均給与月額やラスパイレス指数の数値を挙げ、その比較結果を明示するに

とどまっていた。 

（エ）のように、給与改定の内容について、そのように判断するに至った理由

について具体的に説明を行っているものはごく少数であった。 

なお、上記（ア）～（ウ）に該当しうると思われる内容を報告の中で言及して

いるものの、「しなかった」と回答した人事委員会もある。 

また、「しなかった」と回答した人事委員会における、その主な理由は以下の

とおりであった。 

・ 国家公務員の給与水準だけでなく、民間給与や人事院の給与勧告等を総合的

に勘案して見解を示すこととしているため。 

・ 国家公務員の給与水準との均衡は取れている/国家公務員の給与水準を下回

っていると判断したため。 

14



 

 

・ 給与制度は国の制度を基本として定め、給与水準は地域の民間給与との均衡

を図ることを基本としているため。 

・ 国より１年遅れで給与制度の総合的見直しを行っているため、現状では、本

県職員と国家公務員の給与水準の精確な比較は困難。 

 

③国が実施している給与制度の見直しへの対応についての言及状況 

国が実施している給与制度の各種見直しのうち、平成 29 年 11 月 17 日に発

出した給与改定通知において必要な措置を講じるよう具体的に助言が行われ

ている主な項目13への言及状況は、以下のとおりであった。 

 

（ア）昇給制度の見直し（55 歳超職員の標準成績昇給停止・昇給号給数抑制） 

  国と対応状況が異なる団体 34 団体 

  うち報告又は勧告の中で見直しへの対応について言及している人事委員会 

13 人事委員会 

 

（イ）昇格制度の見直し（高位号給から昇格した場合の給料月額の増加額の縮減） 

  国と対応状況が異なる団体 19 団体 

  うち報告又は勧告の中で見直しへの対応について言及している人事委員会 

３人事委員会 

 

（ウ）給与構造改革における経過措置額（現給保障額）の廃止 

  国と対応状況が異なる団体 16 団体 

  うち報告又は勧告の中で見直しへの対応について言及している人事委員会 

２人事委員会 

 

（エ）給与制度の総合的見直しにおける経過措置額（現給保障額）の廃止 

  国と対応状況が異なる団体 27 団体 

  うち報告又は勧告の中で見直しへの対応について言及している人事委員会 

２人事委員会 

 

国が実施している給与制度の見直しへの対応については、（ア）～（エ）のい

ずれについても、多くの団体が、国と異なる措置を講じているにもかかわらず、

報告又は勧告の中で、当該措置を講じていることの合理性や見直しへの対応に

ついて言及されていなかった。 

                         
13 脚注９参照。 

15



 

 

【今後の課題】 

人事委員会は、適正な給与制度及びその運用の確保に資するよう、引き続き、

地方公務員の給与決定にあたって、その役割を適切に発揮するとともに、徹底し

た説明責任を果たしていく必要がある。 

そのため、給料表の改定額・率だけを勧告し、具体的な給料表を勧告に盛り込

まないことや、期末・勤勉手当を具体的にどう引き上げるのかについて言及しな

いことは、人事委員会の役割・説明責任について、住民の信頼を確保するという

観点から懸念される対応であると言わざるを得ない。特に、給料表については、

これまで総務省が「公民較差を適切に反映させた具体的な給料表を勧告に盛り

込むこと」と助言している14ことに留意すべきである。人事委員会においては、

具体的な内容を勧告に盛り込むよう、こうした勧告のあり方を早急に改めるべ

きである。 

また、国家公務員の給与水準との比較についても、単に給与決定における基本

的な考え方や、比較結果を示すだけでなく、それらに基づき、具体的にどう考慮

し、判断したかについて明示すべきである。 

特に、国家公務員の給与水準を上回っている団体や、不適正な給与制度及びそ

の運用が行われている団体においては、人事委員会がその要因を分析・説明し、

是正のために必要な措置について言及することが必要である。 

以上のように、人事委員会が適切な説明責任を果たしていくことを制度的に

いかに担保するか、さらに、人事委員会が、当該団体の給与制度やその運用に関

して講ずべき措置を具体的に報告又は勧告する場合、その実効性をいかに確保

するか、が課題となると考えられる。今後は、こうした課題に対応するため、例

えば、総務省による公表や報告・勧告事項に関する助言といった手法について検

討する必要があると考えられる。 

 

（２）独自の給料表 

 

【前提】 

（給料表の分類） 

 国の俸給表と異なる独自の給料表は、大きく分けて、国の俸給表の構造を援用

しつつ、水準について独自の調整を行う「水準アレンジ」型と、国の俸給表とは

級や号給の構成が異なる「構造アレンジ」型の２種類に分類することができる。 

本研究会では、「水準アレンジ」型と「構造アレンジ」型をその特徴ごとに以

                         
14 資料 11「人事委員会における公民比較の較差算定等に係る留意点について（抄）（平成 18 年８月 23 日総務省自治行

政局公務員部給与能率推進室長通知）」参照。 
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下のように分類し、それぞれ定義付けを行った15。 

 

＜独自の給料表の種類＞ 

①水準アレンジ 

・国の行政職俸給表(一)に一定「額」を加減したもの 

・国の行政職俸給表(一)に一定「率」を乗じたもの 

 

②構造アレンジ 

・国の行政職俸給表(一)の最高号俸を超える月額区分を定めた「継足」（国準

拠継足と独自継足） 

・国の行政職俸給表(一)の最低号俸を下回る月額区分を定めた「下駄履き」（国

準拠下駄履きと独自下駄履き） 

・国の行政職俸給表(一)の最高号俸又は最低号俸を「縮減」したもの（高位号

給縮減と低位号給縮減） 

・複数の級を合わせて１つの級に「合成」したもの 

・１つの級を複数の級に「分割」したもの 

 

※上記②のいずれにも当てはまらない、国の俸給表とは級や号給の構成が異

なる給料表を「独自構造」とする。 

 

（給料表に対する説明責任） 

（１）で述べたとおり、人事委員会は、給料表に定める給料額を増減すること

が適当であると認めるときは、適当な勧告をすることができることとされてい

る（地方公務員法第 26 条）。この勧告に関し、総務省は、人事委員会における一

層の機能の発揮及び説明責任の徹底を図る観点から、前述のとおり「公民較差を

適切に反映させた具体的な給料表を勧告に盛り込むこと」を助言している16。 

また、国の俸給表とは級や号給の構成が異なる独自構造の給料表については、

前述の平成 22 年専門家会合とりまとめにおいて、 

・ 独自構造の給料表を用いる場合には、給与カーブの傾き、職務の級間の重な

り、号給の幅、組織構成を反映した職務の級の格付け等において、国よりも職

務給の原則を徹底したものであるなど、運用面を含めた合理性について十分

な説明責任を果たす必要があると考えられる。 

との指摘がなされている。 

                         
15 資料 12「給料表カーブにおける用語」参照。 

16 脚注 14 参照。 
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【現状とその分析】 

（給料表の適用状況） 

 都道府県、指定都市及び平成 28 年４月時点のラスパイレス指数が 101 以上の

市町村（全 223 団体）の給料表を【前提】で整理した定義に沿って本研究会が独

自に分類したところ、独自の給料表を採用している団体数は以下のとおりであ

った。 

 

＜給料表の適用状況＞ 

 

（給料表の勧告状況） 

給料表の勧告状況について調査を行ったところ、人事委員会による給料表の

勧告が行われていない団体は 14 団体あり、このうち独自の給料表を用いている

団体は 12 団体（すべて指定都市）であった。さらに、このうち平成 29 年４月時

点のラスパイレス指数が 101 を超えている団体は、５団体であった。 
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＜給料表の勧告状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

（給料表カーブの分析） 

 給料表の特定の級における号給の額は一つの曲線で表すことができるが、こ

の曲線は、①傾き（間差額）、②幅（初号給と最高号給の差）、③長さ（号給数）

の３つの要素で構成される。また、実際の給料表は複数の級で構成されることか

ら、④級間の重なりについても、その給与構造の性格を決定付ける大きな要素と

なる17。 

 【前提】で整理した種類及び上記給料表カーブの構成要素に基づき、国の俸給

表の水準・構造と地方公共団体18の給料表の水準・構造を比較し、特徴的な給料

表について、以下のとおり整理を行った。 

 

① 特定の級の給料表カーブ単体でみた際に特徴的であるもの 

（ⅰ）水準調整19 

定額又は定率の水準調整を行っているもの。 

ラスパイレス指数が高い（101 以上とした）にも関わらず、こうした構造と

なっている場合は、国家公務員の給与水準との均衡の観点から問題があると

考えられる。 

 

（ⅱ）継足20 

国準拠又は独自の継足を行っているもの。 

継足を行った高位号給に多数の職員が貼り付いている場合は、ラスパイレ

ス指数を上昇又は高止まりさせる要因となっていると考えられる。 

 

（ⅲ）高位号給の非フラット化21 

途中まで国の給料カーブと同じ傾きであるが、高位号給になっても傾きを

                         
17 資料 13「給料表カーブについて」参照。 
18 今回対象としたのは都道府県・指定都市・平成 28 年４月時点のラスパイレス指数が 101 以上の市町村。 
19 具体例として、定額：資料 14、定率：資料 15。 
20 具体例として、国準拠：資料 16、独自：資料 17。 
21 具体例として、資料 18、資料 19。 

行っている 行っていない

国と同じ 12 2

独自 43 12

給料表に対する勧告

給料表
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フラット化させず、間差額を国より大きくとっているもの。 

こうした構造は、年功的な給与上昇を招くものであり、また、高位号給には

高齢層職員が貼り付くことが考えられるため、高齢層における民間との逆較

差を助長することになると考えられる。 

 

（ⅳ）号給過多22 

号給数が異常に多いもの。 

これにより、結果として単一の級において初号給額と最高号給額の差が広

がっており、年功的給与上昇を招いていると考えられる。 

 

  上記（ⅰ）から（ⅳ）のいずれについても、どの程度の水準調整、継足、高

位号給の非フラット化又は号給過多があれば不適当なのかを一概に評価する

のは困難である。 

しかしながら、ラスパイレス指数が高いにも関わらず、（ⅰ）から（ⅳ）ま

での給料表を用いている団体においては、当該給料表を用いていることがラ

スパイレス指数の上昇又は高止まりの要因となっている可能性が考えられる。 

 

② 複数の級の給料表カーブの関係性からみて特徴的であるもの 

（ⅰ）級間の重なり23 

特定の級と、当該級の一つ上位の級との重なり部分の比率が、国の比率より

も相当程度大きいもの。 

特に高位の級において重なり部分が相当程度大きい場合、職務・職責に応じ

た給与評価の区分として設けられる級の設定の合理性と相反することとなり、

職務給の原則が徹底されていないと考えられる。 

 

③ 職制上の段階という観点からみた際に特徴的であるもの 

（ⅰ）職制上の段階について、国との対応関係が明確である場合24 

団体の特定の職制上の段階（例：係長）の給与が、国の当該段階（係長）又

は当該段階の一つ上の職制上の段階（課長補佐）の給与を超えるようなもの。 

 

（ⅱ）職制上の段階について、国との対応関係が必ずしも明確でない場合25 

                         
22 具体例として、資料 20、資料 21。 
23 具体例として、資料 22、資料 23、資料 24、資料 25、資料 26。 
24 具体例として、資料 27。 
25 具体例として、資料 28、資料 29。 
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上位級（国の５級と同等以上の級）26の特定を行った上で、団体において「上

位級でない」とした級の給与が国の上位級の給与を超えるようなもの。 

 

これらの給料表は、職務・職責が同程度かそれ以上の国家公務員に支給され

る俸給月額より高い給料月額が支払われる場合があるものであり、国家公務

員の給与水準との均衡の観点から問題があると考えられる。 

 

④ 職務給の原則という観点から特徴的であるもの 

（ⅰ）高位の級における合成27 

例えば国の８級と国の９級を合成させて団体の８級としているようなもの。 

この場合、団体の８級職員は、昇格を経ず、昇給のみによって国の９級と同

水準の給与を支給されることとなる。 

このようなものは、職務給の原則の観点から問題があると考えられる。 

 

⑤ 独自の給料表を適用しているが、ラスパイレス指数が低い団体 

（ⅰ）独自の給料表を適用しているがラスパイレス指数が低い団体28 

職務・職責に応じた給料水準の違いを国以上に徹底させるため、級の重なり

を国より縮小しているもの。 

 

（ⅱ）ラスパイレス指数を低くするために給料表を改善した団体29 

高位号給を縮減すること等により、給与上昇を抑えることでラスパイレス

指数を低くしようとしているもの。 

 

⑥ 給料表カーブの特徴が掴みづらいもの30 

  一定の職務以上（例：６級以上）とそれ以下との間で、給料表カーブや額に

差を設けているもの。 

  ラスパイレス指数が高い団体の例であるが、一定の職務以上とそれ以下と

の間で大きな差を設けたとしても、職責の違いで説明できる場合については、

一概に問題があるとは言いがたい。一方で、一定の職務以上でも依然として級

同士の重なりが大きいのであれば、職務給の原則から問題があるものと考え

られる。 

                         
26 「上位級」の定義及び考え方については、「（３）職員構成の上位級への偏り」参照。 

27 具体例として、資料 30、資料 31。 
28 具体例として、資料 32、資料 33。 
29 具体例として、資料 34。 
30 具体例として、資料 35、資料 36。 

21



 

 

⑦ ラスパイレス指数が高いが、給料表カーブに特徴が認められないもの31 

  給料表カーブには目立った特徴が認められず、国の俸給表におおむね準拠

しているにも関わらず、ラスパイレス指数が非常に高くなっているもの。 

  このような団体においては、昇給・昇格の運用やポスト管理など、運用面に

ついて検証する必要があると考えられる。 

なお、このような団体について、学歴別・経験年数別で区分したラスパイレ

ス指数をみると、特定の区分で非常に高くなっているものが見受けられる。ラ

スパイレス指数は国の職員構成に基づき算出されるものであり、国の職員構

成割合が高い区分において団体の平均給料月額が高い場合には、結果的に団

体全体のラスパイレス指数が高くなる場合も考えられる。こうした場合を考

慮して、検証の際には、団体の職員構成に基づき算出する指標であるパーシェ

指数もあわせて参考にすることが考えられる。 

 

【今後の課題】 

（給料表の勧告について） 

いくつかの人事委員会では、給与改定にあたって具体の給料表の勧告が行わ

れておらず、その内訳をみると、独自の給料表を用いている団体が多数を占めて

いた。 

特に、ラスパイレス指数が高く、かつ、独自の給料表を用いている団体の人事

委員会にあっては、当該団体の給与制度及びその運用について十分な説明責任

を果たせているとは言い難い。 

人事委員会は、既に指摘したように、中立的、専門的な第三者機関として、そ

の役割を適切に発揮し、今まで以上に徹底した説明責任を果たすことが求めら

れており、現在、給料表の勧告を行っていない人事委員会においては、具体の給

料表を勧告するよう早急に是正を図るべきである。 

 

（独自の給料表について） 

本研究会では、独自の給料表の構造がラスパイレス指数の上昇又は高止まり

の要因の一つとなっているとの推定のもと、都道府県、指定都市及び平成 28 年

４月時点のラスパイレス指数が 101 以上の団体を対象に、独自の給料表が構造

的に抱える問題点を分析し、その特徴ごとに指摘を行った。 

これらの指摘はラスパイレス指数が高い団体だけに向けたものではなく、独

自の給料表を使用し続ければ将来的にラスパイレス指数の上昇を招くおそれが

あるという点で、現在はラスパイレス指数が低く抑えられている団体にも当て

                         
31 具体例として、資料 37。 
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はまるものと考える。 

中でも、高位の級の重なりが国よりも相当程度大きいもの（②（ⅰ））、特定の

職制上の段階の給与が、国の当該段階又は当該段階の一つ上の職制上の段階の

給与を超えるようなもの（③（ⅰ））、上位級ではない級の給与が国の上位級の給

与を超えるようなもの（③（ⅱ））、高位の級における合成（④（ⅰ））など、構

造上明らかに問題があると考えられる給料表を用いている団体においては、現

在のラスパイレス指数の水準にかかわらず、早急に是正を図るべきである。 

 水準調整や継足等を行っているような給料表（①（ⅰ）～（ⅳ））については、

そのような構造を有していることが直ちに問題であると判断することは困難で

あるが、 

・ 給料表の構造がラスパイレス指数を高くする要因となっていないか 

・ 当該給料表を適用した時点から現在に至るまでの経緯や考え方を改めて確

認し、現在においてもその必要性が継続しているか 

などについて検討を行い、そのような構造を採用していることについての合理

的な説明を行うとともに、ラスパイレス指数が高止まりしている場合や、不適正

な構造や運用と認められた場合には、是正を図るべきである。 

こうした是正の取組みにあたっては、人事委員会が徹底して説明責任を果た

していくべきである。 

人事委員会が設置されていない団体にあっては、人事当局がその役割を担う

ことになると思われるが、給与制度及びその運用の是正は、その性質上、中立的、

専門的な第三者機関が検証することが望ましいと考えられる。総務省において

は、人事委員会を設置していない団体における給与決定手続き等の課題につい

て制度的な側面も含めて研究することが考えられる。 

また、総務省においては、各団体における給料表の見直しを促していくため、

本研究会で整理した給料表の分類を基に、国や他の地方公共団体との比較が可

能な給料表の公表や助言の在り方を検討するべきである。 

そのためには、都道府県、指定都市及びラスパイレス指数 101 以上の市町村

の給料表を対象に行った今回の分析を、ラスパイレス指数 101 未満の市町村の

給料表についても行うことも考えられる。 

さらに、今回の分析は、給料表の構造面に着目して行ったものであるが、独自

の給料表を適用しているがラスパイレス指数は低く抑えられている団体や、給

料表に主な特徴が無いにも関わらずラスパイレス指数が高い団体なども存在し

ていることも踏まえれば、昇給・昇格の運用やポスト管理など、運用面について

もあわせて分析を行う必要があると考えられる。 
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（３）職員構成の上位級への偏り 

 

【前提】 

（等級別基準職務表の条例化及び等級等ごとの職員数等の公表） 

平成26年４月に成立した地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正

する法律（平成 26 年法律第 34 号）では、等級別基準職務表を給与に関する条例

（以下「給与条例」という。）に定めるものとする（改正後の地方公務員法第 25

条第３項第２号）とともに、等級及び職員の職の属する職制上の段階ごとの職員

の数を公表することが義務化された（同法第 58 条の３第１項）（これらはいず

れも平成 28 年４月１日施行。）。 

この法改正は、等級別基準職務表を条例事項とすることで、議会審議等を通じ

た民主的チェックを強化するとともに、等級等ごとの職員の数の公表を義務化

することで、地方公共団体の説明責任を強化し、地方公務員給与における職務給

の原則を一層徹底させるという意図によるものであった32。 

また、法改正に伴い総務省は、具体的な等級別基準職務表の規定方法や、等級

等ごとの職員数の公表方法などについて助言を行う通知を発出しており、この

中で、等級等ごとの職員数の公表について「同一の職制上の段階に属する職の内

訳についても、併せて報告及び公表することが適切である」とし、具体的な公表

の例を示している33。 

さらに、地方公務員の級別の職員数について「各地方公共団体の給料表の等級

ごとの職員数に加えて、各等級に貼り付いている職名ごとの職員数等の公表状

況について実態調査を行い、その結果について公表すること」が必要という指摘

もあるところである34。 

このように、地方公共団体においては、地方公務員法の趣旨に沿って、等級等

ごとの職員数、職制上の段階ごとの職員数及び各等級に貼り付いている職名ご

との職員数を公表するとともに、その公表を通じて給与制度・運用等の適正化を

進めることが求められているものである。 

特に、等級等ごとの職員数は、等級別基準職務表に基づく個々の具体的な職務

の各等級への格付けの運用結果を意味しており、直接的には組織階層の適否を

示す指標となり得るとともに、間接的にはラスパイレス指数の上昇又は高止ま

りの要因を示す指標にもなり得るため、単に公表するだけにとどまるのではな

く、適正な手法により比較・分析するべきものである。 

                         
32 資料 38「等級別基準職務表と職務給の原則の徹底について」参照。 

33 資料 39「平成 27 年４月 10 日付け総務省自治行政局公務員部長通知」別紙１及び２参照。 

34 平成 29 年６月 22 日付け自民党行政改革推進本部行政事業レビューチーム・人事院勧告の見直しチーム提言。 
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【現状と分析】 

（等級別基準職務表の条例化及び等級等ごとの職員数等の公表状況） 

等級別基準職務表については全団体が条例化を行っており、等級等ごとの職

員数についてもこれまで全ての団体が公表を行っている。 

しかし、同様に地方公務員法で義務化されている職制上の段階ごとの職員数

の公表については 918 団体（全体の 51.9％）しか実施しておらず、また、平成

27 年発出の通知において「公表することが適切」とされている「同一の職制上

の段階に属する職の内訳」については 1,068 団体（全体の 59.7％）しか実施し

ていないという状況にある35。 

 

（職員構成の上位級への偏り） 

等級等ごとの職員数については、国や他の団体との比較において上位級に貼

り付く職員の割合が多い場合、①組織階層がいびつになっている、②ラスパイレ

ス指数の高止まりの要因となっている可能性が考えられ、特に、②については、

不適正に早く昇格させる、適正な人事評価によることなく漫然と全職員を昇格

させるなどの運用が行われている場合、ラスパイレス指数を更に高くする大き

な要因となりうるものと考えられる。 

どの程度の割合であれば「職員構成が上位級に偏っている」と判断されうるの

かについては、地方公共団体の組織規模や年齢構成等が様々である以上、相対的

に評価せざるを得ない部分はあるが、国においては、行政職俸給表(一)適用職員

のうち、５級（課長補佐）以上の級に格付けられている職員の割合が 30.2％で

あることを踏まえ、分析の手法の一つとして、各団体における国の５級と同等以

上の級を「上位級」と位置付け、その上位級に貼り付く職員の割合（以下「上位

級比率」という。）を国と比較する方法が考えられる。 

  

（「上位級」の定義にかかる問題と対応案） 

 それでは、どのような考え方で「上位級」を定義し、上位級比率を算出すれば

よいのかについてであるが、最も単純な方法として考えられるのは、各団体の５

級以上を「上位級」とし、その職員数の割合を算出するものである。これは、各

団体の課長補佐相当が、国と同様、５級に格付けされていることを前提とした考

え方である。 

 しかしながら、東京都や多くの指定都市など、独自構造の給料表を適用してい

る団体においては、当該団体の５級に格付けされている職員が課長補佐相当と

は限らず、この場合、各団体の５級以上の職員数の割合を調べても国との比較対

                         
35 資料 40「等級及び職制上の段階ごとの職員数の公表状況」参照。 
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象として意味をなさない36。 

 このような問題を解決するための上位級比率の算出方法として、次の２つの

方法が考えられる。 

 

① 国５級の平均俸給月額を超える団体の級を上位級とする 

 国５級の俸給月額を単純平均すると、3,586百円となる（平成29年４月現在）。

各団体の各級においても、同様に給料月額を単純平均し、3,586 百円以上の級を

上位級と認定する方法（以下「級別平均月額比較方式」という。）である37。 

 デメリットとしては、各団体の特定の級について、実際には使用していない号

給（職員が実際には貼り付いていない号給。下駄履き部分や異様に長い継足部分

等）がある場合、正確に上位級を認定することができないということがあげられ

る。 

 

② 国５級の職員の中央値の俸給月額を超える団体の級を上位級とする 

 国５級に貼り付く職員の中央値の俸給月額を求めると、3,874 百円となる（平

成 29 年４月現在）。各団体の各級においても、同様に貼り付く職員の中央値の

給料月額を求め、3,874 百円以上の級を上位級と認定する方法（以下「級別中央

値比較方式」という。）である38。 

 給料表という「制度」に重点を置いた級別平均月額比較方式に対し、級別中央

値比較方式は「運用」実態に重点を置いた上位級認定方法といえるが、デメリッ

トとしては、国も団体も、貼り付き職員の中央値は毎年変わるため、年によって

上位級が変動し、経年的な変化をみることができない可能性があるということ

があげられる。 

 

（上位「級」比率の問題点と新たな比較方法） 

 これら２つの方式により、それぞれデメリットはあるものの、独自構造の給料

表を用いている団体についても一定の比較をすることは可能となる。しかし、独

自構造の給料表を適用していない団体であっても、等級別基準職務表上、課長補

佐以上が必ずしも５級以上と言い切れない場合もあり、また、級数が少ない団体

（例：東京都及び東京都内の市町村など）については、当然ながら一つの級に貼

り付いている職員数が多く、特定の級が上位級に含まれるか否かで上位級の割

合が大きく変化してしまうという問題がある。 

 そこで、上位「級」という概念から離れ、ある「特定の額」以上の給料を支給

                         
36 資料 41「級別職員構成等の状況」参照。 
37 資料 42「級別平均月額比較方式図解」参照。 
38 資料 43「級別中央値比較方式図解」参照。 
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されている職員の割合を比較指標とする以下の方法も考えられる。「特定の額」

をどの額に設定するかについては様々な考え方があり得るところであるが、一

つの案として、国の４級最高号俸を超える給料月額を支給されている職員につ

いては、そのほとんどが、職責において課長補佐以上の役職についているであろ

うとの仮定のもと、当該職員の割合を求め、比較することが考えられる。 

 

③ 国４級の最高俸給月額を超える給料月額の支給を受ける職員の割合 

 国４級の最高俸給月額は 3,802 百円であり（平成 29 年４月現在）、これを超

える俸給月額を支給されている職員の割合を求めると、国では 26.5％となる（平

成 29 年４月現在）。各団体においても、同様に 3,802 百円を超える給料月額を

支給されている職員数の割合を求めるという方法（以下「特定額比較方式」とい

う。）である39。 

 デメリットとしては、国の数値を求める際、課長補佐級以上の職員の割合を求

めることを目的としていながら、５級以上の職員であって、かつ、3,802 百円以

下の俸給月額を支給されている職員を算入していないため、厳密に課長補佐以

上の職員数を算入しているわけではないということがあげられる。 

 また、地方公共団体の数値を求める際には、実際には課長補佐級以上の職務・

職責を担っていないにもかかわらず、給料月額が高いために算入されてしまう

職員が存在するということもあげられる。このため、「特定の額」をどの額に設

定するかについては、検討の余地があるであろう。 

 

【今後の課題】 

（等級等ごとの職員数等の公表について） 

職制上の段階ごとの職員数について未公表である団体においては、当該公表

が地方公務員法において義務付けられていることを再認識し、直ちに公表する

よう是正する必要がある。 

また、職名ごとの職員数の公表については、給料表の等級ごとの職員の数と職

制上の段階ごとの職員の数を具体的に対比することで、具体的な職員の職務の

各等級への格付けの内容を住民等が確認できるようにすることが、地方公共団

体の説明責任の強化による職務給の原則の徹底という法改正の趣旨に適合する

ものと考えられることから、早急に公表すべきである。 

特に、職制上の段階ごとの職員数の公表については、法律上義務付けられてい

るにもかかわらず、全団体の 51.9％しか達成できていないことを踏まえると、

各団体においてその必要性・重要性の認識が不十分であると言わざるをえず、総

                         
39 資料 44「特定額比較方式図解」参照。 
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務省においては、さらなる周知徹底と助言や公表の在り方についての検討を行

う必要がある。 

 

（職員構成の上位級への偏りについて） 

従来の上位級比率の計算方法及び今回検証した３つの方式を比較すると、そ

の結果は資料 45 のとおりとなった。 

 級別平均月額比較方式及び級別中央値比較方式で算出する団体は独自構造の

給料表を適用している団体に限られるため、都道府県及び指定都市の中でその

対象は 20 団体（都道府県３団体、政令市 17 団体）であり、このうち、級別平均

月額比較方式と級別中央値比較方式で数値が異なったのは４団体（神戸市、岡山

市、広島市、福岡市）のみであった。 

 今回検証した３つの方式40は、いずれの案もメリット・デメリットがあり、一

概にいずれかの案が妥当と結論付けることは難しいと考えられる。 

また、これらの方式について、上位級比率とラスパイレス指数との相関係数を

求めたところ、級別平均月額比較方式及び級別中央値比較方式についてはほぼ

相関がなく、特定額比較方式については弱い相関が認められるという結果とな

った。これは、ラスパイレス指数については経験年数が重要な要素となっている

ことに対し、今回の３つの方式は経験年数を考慮にいれていないことが要因と

考えられる。 

総務省においては、今回提示した３つの方式も活用しながら、引き続き、有意

で納得性のある比較・分析方法について検討を行うとともに、地方公共団体に対

する上位級比率についての助言の在り方について、議論を深めることが必要で

あると考えられる。 

また、独自構造の給料表を適用している団体の職であって、一見して国の本省

課長補佐相当以上と判別できないような職については、平成 30 年度に行われる

予定の基幹統計調査において、その職が国のどの官職に相当するか、各団体が整

理すべきである。 

 

 

おわりに 

 

地方公共団体は、行政運営を行っていくにあたり、国民・住民のより一層の理

解と納得が得られるよう不断の努力を行わなければならない。特に、人件費が予

算・決算の大きな部分を占めること、地方公務員の給与については国民・住民の

                         
40 資料 46「今回提示した３つの方式の特徴について」参照。 
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関心が高いことを踏まえれば、各団体には、職員の給与について、徹底した説明

責任を果たしていくことが求められるものである。 

仮に、近年のラスパイレス指数の漸増傾向が今後も継続し、その水準が国民世

論の批判を招く水準となった場合、その要因について徹底した情報開示が求め

られることはもちろんのこと、地方行財政制度全般に対して世論の厳しい目が

向けられ、地方公共団体の行政運営の在り方そのものに影響が生じることも懸

念されるところである。 

とりわけ、地方公務員行政においては、平成 29 年５月に成立した地方公務員

法及び地方自治法の改正法による、臨時・非常勤制度の見直しとそれに伴う地方

財政措置による対応が控えており、その円滑な施行のためには、常勤職員の給与

決定に対する国民・住民からの信頼は不可欠と言えよう。 

各地方公共団体においては、こうした危機意識のもとで、ラスパイレス指数の

漸増傾向に歯止めをかけるべく、給与制度及びその運用の適正化に取り組むこ

とが望まれるものである。 

本研究会は、地方公務員の給与決定が国民・住民のより一層の理解と納得の得

られる制度・運用の下で行われるよう、総務省による地方公務員の給与等の公表

や各地方公共団体による給与制度とその運用の見直しにおいて、本報告書の提

言が活用されることを期待するとともに、今後も引き続き提言を行っていく所

存である。 
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地方公務員の給与決定に関する調査研究会 設置要綱 

 

 

１ 目的 

地方公務員の給与については、平成18年以降の給与構造見直しにより、地域民間給

与の反映、年功的な給与上昇の抑制と職務・職責に応じた給料構造への転換、勤務実

績の給与への反映など国と同様の考え方による取組が推進されてきた。また、平成27

年以降、地域間・世代間の給与配分の課題等に対応するため、国の取組も踏まえ、給

与制度の総合的見直しに取り組んでいる。 

一方、国家公務員の給与水準との比較指標である「ラスパイレス指数」は、平成16

年以降13年連続で100を下回っているものの、平成16年には97.9であったものが、そ

の後漸増傾向となり、平成28年には99.3となった。今後もこのような傾向が継続すれ

ば、いずれラスパイレス指数が100を超える可能性も考えられる。 

このような状況を踏まえ、今後の地方公共団体の給与決定に際して、その参考に資

するため、ラスパイレス指数が高止まりする要因、個別団体の課題等について調査研

究することを目的として、「地方公務員の給与決定に関する調査研究会（以下「調査

研究会」という。）」を設置する。 

 

２ 調査研究の内容 

地方公務員の給与決定に関して、以下の調査研究を実施する。 

(1) ラスパイレス指数に関する調査研究 

(2) 上記を踏まえた給与決定のあり方等 

 

３ 組織 

(1) 調査研究会は、委員８人以内で構成する。 

(2) 調査研究会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めるこ

とができる。 

(3) その他調査研究会の運営に関し必要な事項は、座長がこれを定める。 

 

４ 座長 

(1) 調査研究会に、座長を置く。 

(2) 座長は、会務を総理する。 

(3) 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長が指名する者が、その職務

を代理する。 

 

５ その他 

(1) 調査研究会の庶務は、財団法人自治総合センターにおいて処理する。 

(2) 本要綱に定めるもののほか、調査研究会の運営に関し必要な事項は、座長が定め

る。 
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委員名簿 

 

座 長 

稲継 裕昭  早稲田大学政治経済学術院教授 

 

委 員 

浅羽 隆史  成蹊大学法学部教授 

出雲 明子  東海大学政治経済学部政治学科准教授 

太田 聰一  慶應義塾大学経済学部教授 

大谷 基道  獨協大学法学部総合政策学科教授 

（五十音順、敬称略） 
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検討経緯 

 

 

 第１回 平成２９年５月１９日（金） 

   研究会の進め方、地方公務員の給与水準等について説明、意見

交換等 

 第２回 平成２９年７月１３日（木） 

   給料表等について市町村人事当局へのヒアリング及び意見交換

等 

第３回 平成２９年１１月１６日（木） 

   人事院勧告及び地方公共団体の独自の給料表等について説明、

意見交換等 

第４回 平成３０年１月１１日（木） 

   人事委員会勧告及び職員構成における上位級比率等について説

明、意見交換等 

第５回 平成３０年２月２７日（火） 

   「報告書（案）」について意見交換、まとめ 
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